
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大

臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と
が
協
議
し
て
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大

関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に

臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と
が
協
議
し
て
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と
が
協
議
し
て
定
め
る
施
設

す
る
基
準

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
四

施
設
設
備

第
四

施
設
設
備

一

法
第
三
条
第
三
項
の
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

一

法
第
三
条
第
二
項
の
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
以
下
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）

用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
以
下
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）

が
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
建

が
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
建

物
等
が
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

物
等
が
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
～
２

（
略
）

１
～
２

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

第
八

管
理
運
営
等

第
八

管
理
運
営
等

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）



七

認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
建
物
又
は
敷
地
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、

当
該
施
設
が
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


